
別紙.１　

（従業者の職種、員数及び職務の内容）
第５条　事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

（事業の利用定員）
第７条　事業所の利用定員は、１日２５名とする。
　

（業務継続計画の策定）
第２３条

　感染症対策、衛生管理等　第11条の細則

（ハラスメント）
第２４条

（1）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供
を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下
「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものと
する。
（2）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
（3）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行うものとする。

（1）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管
理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
（2）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講
じるものとする。
　①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的
に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
　②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
　③事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練
を定期的に実施する。
（3）空調設備等により事業所内の適温の確保に努めるものとする。

事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハ
ラスメントの防止に向け取り組むものとする

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を
超える下記の行為は組織として許容しない
（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為
（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となる。
②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に
より、同時案が発生しない為の再発防止策を検討とする
③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施する。また、定
期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努める。
④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対
する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じるものとする。
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介護職員
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助
を行う。

常勤兼務４名

１単位目　２５名 ２単位目　２５名

機能訓練指導員
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するた
めに必要な機能訓練を行う。

常勤専従１名
常勤兼務１名
非常勤兼務３名

生活相談員

利用者及び家族に対し生活指導及び介護に関する相
談及び助言を行う。利用者の心身の状況等を踏まえ
て通所介護計画の作成等を行う。居宅介護支援事業
者等と連携し必要な調整を行う。

常勤兼務３名

管理者
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行
うとともに、従業者に事業に関係する法令等の規定
を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

１名

看護職員
利用者の日々の健康チェック、保健衛生上の指導や
看護を行う。

常勤兼務１名
非常勤兼務３名
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